
平成29年度介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備

事業実施状況調査について～概要と今後の課題～

厚生労働省 老健局振興課

平成３０年９月２１日
第１３６回市町村職員を対象とするセミナー
「総合事業の実施状況を踏まえた課題と対応事例」



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料
27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域支援事業の全体像（平成26年改正前後）
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総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）等のロードマップ【第６～８期】（イメージ）

第６期 第７期 第８期

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

段
階

取
組
事
項

●
法
改
正

●
法
施
行

●
総
合
事
業

経
過
措
置
終
了

移行期 成長期①

●
体
制
整
備
事
業

経
過
措
置
終
了

成長期②

総合事業等の成長・発展の支援

取組に関する定期的な検証の実施

検証結果を踏まえた支援の展開

地域づくりに対する住民意識の醸成により、取
組が発展的に成長

円滑な移行のための支援

検証手法の
開発等
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「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に
関する調査研究事業」調査結果等の概要

【調査の概要】

○ 1,741の市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）等の実施状況について調査を実

施。（平成29年10月調査）

○ 1,645市町村から回答を得た。（回収率94.5％）

【調査結果のポイント】

○ 従前相当サービス以外の多様なサービス（従来より基準を緩和したサービス、住民主体による支援等）を実施する事業所が訪

問型サービス・通所型サービスそれぞれで１万箇所以上にのぼっている。

・ 訪問型の多様なサービス 11,159事業所（平成29年6月）

・ 通所型の多様なサービス 10,061事業所（平成29年6月）

○ 総合事業への移行に関する利用者への影響を確認したところ、サービス利用日数に大きな変化はなかった。

・ 多様なサービスの利用者の１ヶ月間における利用日数： 6.5日／月（移行前月）→ 6.4日／月（２年後の同月）

○ 総合事業を含む生活支援体制整備の取組については、市町村ごとに進捗状況等にばらつきが見られた。また、市町村が行う生

活支援コーディネーターからの相談の受付等の取組と、生活支援コーディネーターの活動状況等との関係性については、市町村によ

る生活支援コーディネーターの活動支援等の取組が多いほど、生活支援コーディネーターや協議体の取り組んでいる活動が多い。

5
平成29年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」
（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）より



１．総合事業の提供体制等
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従前相当サービス以外の多様なサービス（従来より基準を緩和したサービス、住民主体による支援等）を実施する事業所が訪問型

サービス・通所型サービスそれぞれで１万箇所以上にのぼっている。

（図１－１）訪問型サービスの事業所数の推移（全国）

○ 従前相当サービス以外の多様なサービスが創設されている。

（図１－２）通所型サービスの事業所数の推移（全国）

※１ 総合事業には上記の他、配食・見守り等のその他生活支援サービスを提供する事業所がある。また、総合事業に位置づけられていない通いの場等の取組もある。
※２ 平成29年６月の事業所数については、無回答であった97市町村は含まれていない。
※３ 事業所数については、介護サービス施設・事業所調査における、平成26年10月の介護予防訪問介護・介護予防通所介護の事業所数と、

本調査における、平成29年6月時点の従前相当サービス・多様なサービスの事業所数合計を比較。
※４ 平成29年６月時点の総合事業の各サービスの事業所については、一部重複がある（従前相当サービスと基準を緩和したサービスの両方の指定を受けているケース等）。

多様なサービス
883市町村
で実施

従前相当
サービス

多様なサービス
1,006市町村
で実施

従前相当
サービス



10,000 (89.6%) 415 (3.7%)

700 (6.3%)

44(0.4%)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

従来より基準を緩和したサービス 住民主体による支援 短期集中予防サービス 移動支援

6,806 (67.6%) 906 (9.0%) 2,349 (23.3%)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

従来より基準を緩和したサービス 住民主体による支援 短期集中予防サービス
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○ 総合事業の多様なサービスの実施主体は、介護サービス事業者以外の主体が、訪問は約2割、通所は約4割となっている。

○ 総合事業の多様なサービスの内訳は、訪問・通所ともに基準を緩和したサービスが最も多い。

（図２）総合事業の多様なサービス内訳

訪問型サービス 通所型サービス

n=11,159 n=10,061

※内訳の「その他」には医療法人や地縁団体等が含まれる。

（図３）総合事業の多様なサービスの実施主体内訳

訪問型サービス 通所型サービス

（介護サービス事業者以外の内訳） （介護サービス事業者以外の内訳）

※小数点第２位を四捨五入しているため割合の合計が100.0にならない（以下同じ）。



8

（参考）通所型サービスＢに位置づけられていない地域資源

・ 通所型サービスＢ（住民主体による支援）以外にも、全国で76,476箇所の通いの場※がある。（平成28年度実績）

※ 介護予防に資する住民主体の通いの場
① 体操や趣味活動等を行い、介護予防に資すると市町村が判断する通いの場であること。
② 通いの場の運営主体は、住民であること。
③ 通いの場の運営について、市町村が財政的支援を行っているものに限らない。
④ 月1回以上の活動実績があること。

出典）「平成28年度介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査結果」（厚生労働省老健局老人保健課）
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※１ 算出方法
下記の方法で、総合事業移行前後の利用者数の推移を推計した。
移行前：介護給付費等実態調査における、平成26年6月の介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用者数
移行後：介護給付費等実態調査における、平成29年6月の介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用者数に、

《本調査における平成29年6月の総合事業利用者数（訪問・通所の従前相当、サービスA・B）を、回答のあった市町村の65歳以上人口で除し、
総務省人口推計における全国の65歳以上人口を乗じた数》を加えたもの

※２ 回答のあった市町村の65歳以上人口としては、本調査における65歳以上人口（平成28年度）についての回答を使用し、全国の65歳以上人口としては、平成29年４月１日時点での総務省人口推計の
データを使用した。

※３ 総合事業の実施時点で要支援認定の有効期間が残っている者については、要支援認定の有効期間が終了するまで（最長12ヶ月間）、介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用する（平成30年
３月末まで）。

※４ 平成29年６月時点の総合事業の各サービスについては、一部重複があり得る（従前相当サービスと基準を緩和したサービスの両方を利用しているケース等）。

訪問型サービス 通所型サービス

（図１）利用者数の推移（推計）

２．総合事業の多様なサービスの利用状況等

総合事業の多様なサービスへの移行に関する利用者への影響を確認したところ、サービス利用日数や状態像に大きな変化はなかった。

○ 総合事業等の利用者数は訪問はほぼ横ばい、通所は増加している。



（図２）多様なサービスを利用している者の１人当たり月間利用日数の変化

※ 算出方法
平成27年6月までに総合事業へ移行した市町村において、多様な

サービスの利用者に係る、総合事業の移行前月における介護予防訪
問介護・介護予防通所介護の利用日数と、移行１年後・２年後の同月
におけるサービス利用日数（従前相当サービス、従来より基準を緩和し
たサービス、住民主体による支援、短期集中予防サービス）を比較。
単純無作為抽出法により対象者を抽出。
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○ 多様なサービスを利用する者の利用日数は総合事業への移行前後で大きな変化はない。

（図３）多様なサービスの利用者の状態変化

※算出方法
平成27年6月までに総合事業へ移行した市町村において、①移行前月時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護いずれかを利用しており、②移行１年
後の同月時点で多様なサービスを利用している利用者について、移行２年後の同月の状態を比較（１市町村あたり最大50名を抽出）。
単純無作為抽出法により対象者を抽出。

○ 介護予防訪問介護・介護予防通所介護から多様なサービスへ移行した利用者の２年後の状態変化を見ると、約７割が状態を維
持している。



（図４）サービスに関する利用者の満足度
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○ 多様なサービスに関する利用者の満足度は、移行前と変わらないとしている人数が７割弱で、移行前よりも良くなったとしている人
数が約２割であった。

No. カテゴリー名 n %
1 移行前よりも、とても良くなった 72 6.2
2 移行前よりも、良くなった 204 17.6
3 移行前と変わらない 765 65.9
4 移行前よりも、悪くなった 108 9.3
5 移行前よりも、とても悪くなった 11 0.9
全体 1,160 100.0

移行前より良くなった：23.8%

移行前より悪くなった：10.3%
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３．生活支援体制整備の状況等

市町村における総合事業を含む生活支援体制整備の取組状況は、市町村ごとの進捗状況等にばらつきが見られた。

（図１）生活支援コーディネーターの配置状況（平成29年10月時点）

第１層（市町村区域）における生活支援コーディネーターの配置状況

第１層（市町村区域）への協議体の設置状況

第２層（日常生活圏域等）における生活支援コーディネーターの配置状況

第２層（日常生活圏域等）への協議体の設置状況

※ 第2層の母数は第1層のみの市町村を除くため、生活支援コー
ディネーターの第2層圏域数2以上の市町村数とした。

※ 第2層の母数は第1層のみの市町村を除くため、協議体の
第2層圏域数2以上の市町村数とした。

○ 生活支援コーディネーターを配置していない市町村は、第１層・第２層ともに３割弱となっている。

No. カテゴリー名 n %
1 配置している 1,218 74.0
2 配置していない 415 25.2
無回答 12 0.7
全体 1,645 100.0

No. カテゴリー名 n %
1 配置している 370 72.7
2 配置していない 123 24.2
無回答 16 3.1
全体 509 100.0

No. カテゴリー名 n %
1 設置している 996 60.5
2 設置していない 626 38.1
無回答 23 1.4
全体 1,645 100.0

No. カテゴリー名 n %
1 設置している 265 55.7
2 設置していない 187 39.3
無回答 24 5.0
全体 476 100.0

○ 協議体を設置していない市町村は、第１層・第２層ともに約４割となっている。

（図２）協議体の設置状況（平成29年10月時点）

圏域数 配置数

第１層 1,645 996箇所

第２層 5,014 2,548箇所

（参考１）生活支援コーディネーターの配置数（平成29年10月時点）

圏域数 配置数

第１層 1,645
1,218市町村
において配置

第２層 4,884 2,789人

（参考２）協議体の設置数（平成29年10月時点）
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（図４）担い手確保を目的とした他施策との連携状況（複数回答）

（図３）担い手確保のための啓発活動等の取組（複数回答）

○ 担い手の確保に向けた啓発活動等については、いずれの取組も１～２割程度の実施率である。

○ 担い手の確保に向けた他施策との連携としては、高齢者の活躍の場づくりとの連携が最も多く実施されている。

No. カテゴリー名 n %
1 パンフレットやチラシの配布 360 21.9
2 講演・セミナー 355 21.6
3 地域団体や地縁組織への協力依頼 330 20.1
4 生活支援コーディネーター、協議体による担い手確保 433 26.3
5 ボランティアポイント等 280 17.0
6 情報交換会や発表会の開催 201 12.2
7 その他 111 6.7
無回答 673 40.9
全体 1,645 100.0

No. カテゴリー名 n %
1 若年を含む認知症患者の活動の場づくり 53 3.2
2 生活困窮者の中間的就労の場づくり 14 0.9
3 障害者福祉サービスの就労継続支援サービスの活動プログラムの検討 9 0.5
4 都道府県等が行う介護人材確保施策 98 6.0
5 担い手となる身体能力等のある高齢者の活躍の場づくり 513 31.2
6 その他 89 5.4
無回答 984 59.8
全体 1,645 100.0
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（図５）介護予防ケアマネジメントに関する市町村の関与

介護予防ケアマネジメントを実施する際の市町村としての
取扱方針を設定しているか。

介護予防ケアマネジメント対象者の状態像を分析
して施策改善につなげているか。

○ 介護予防ケアマネジメントについて、取扱方針を定めている市町村は約６割であり、対象者の状態像を分析した上で、施策の改善

に取り組んでいる市町村は約３割となっている。

○ 今後、サービス等について創設・増設の意向のある市町村は、通いの場が約５割、従来より基準を緩和したサービスが約３～４割であ
る一方、住民主体による支援は約２割、短期集中予防サービスは２割未満、移動支援は１割未満となっている。

（図６）サービス創設等に関する市町村の意向

No. カテゴリー名 n %
1 はい 925 56.2
2 いいえ 689 41.9
無回答 31 1.9
全体 1,645 100.0

No. カテゴリー名 n %
1 はい 535 32.5
2 いいえ 1,064 64.7
無回答 46 2.8
全体 1,645 100.0

n=1,645



○ 総合事業及び生活支援体制整備事業に関する市町村の取組状況を確認するため、平成29年10月時点の取組実施

数（※）をスコア化したところ、市町村間のスコアにばらつきがみられた。

（参考）市町村による生活支援体制整備の取組状況
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（図１）市町村の取組状況（取組スコア※の分布）

［取組スコアの主な取組別実施状況］

主な取組 市町村数 実施率

Ⅰ
地域のニーズや課題の把握
等のための取組

日常生活圏域ニーズ調査を通じたニーズや課題の把握 1,126 68.4%

地域ケア会議を通じたニーズや課題の把握 1,057 64.3%

Ⅱ
生活支援コーディネーター等
への活動支援

生活支援コーディネーターへの相談対応 934 56.8%

生活支援コーディネーターを対象として都道府県等が実施する研修等への参加の支援 878 53.4%

Ⅲ 担い手の確保のための取組 － － －

Ⅳ
介護予防ケアマネジメントの
質の向上のための取組

地域ケア会議（個別ケース検討）の活用 1,001 60.9%

研修や事業者連絡会等の開催 937 57.0%

①市町村のうち、50％以上が取り組んでいる主な取組

※ 取組スコアの項目については、別添「市町
村の取組スコアの算定方法」を参照。
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主な取組 市町村数 実施率

Ⅰ
地域のニーズや課題の把握
等のための取組

市町村における地域資源リスト・マップ等の作成 590 35.9%

ワークショップや座談会等の開催 507 30.8%

Ⅱ
生活支援コーディネーター等
への活動支援

活動方針や内容の提示 692 42.1%

地域ケア会議への参加支援 603 36.7%

Ⅲ 担い手の確保のための取組
多様なサービスの担い手の確保のための具体的な取組内容の設定 435 26.4%

高齢者の活躍の場づくりの施策との連携 513 31.2%

Ⅳ
介護予防ケアマネジメントの
質の向上のための取組

介護予防ケアマネジメント対象者の状態像の分析による施策改善の取組 535 32.5%

インフォーマルサービスのリストやマップ等の整理及び提供 458 27.8%

②市町村のうち、25％以上50％未満が取り組んでいる主な取組

主な取組 市町村数 実施率

Ⅰ
地域のニーズや課題の把握
等のための取組

活動団体や事業者等へのヒアリング調査 342 20.8%

住民へのヒアリング調査 291 17.7%

Ⅱ
生活支援コーディネーター等
への活動支援

圏域ごとの地域課題・地域資源等の協議体への情報提供 310 18.8%

協議体への先進事例の情報提供 317 19.3%

Ⅲ 担い手の確保のための取組
地域団体や地縁組織への協力依頼 330 20.1%

情報交換会や発表会の開催 201 12.2%

Ⅳ
介護予防ケアマネジメントの
質の向上のための取組

マニュアルや手引き等の作成 329 20.0%

介護予防手帳の活用 145 8.8%

③市町村のうち、25％未満が取り組んでいる主な取組
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（図２）市町村の取組と生活支援コーディネーター・協議体の活動状況の関係

○ 市町村による生活支援体制整備に関する取組スコア※1が高いほど、生活支援コーディネーターや協議体が取り組んでいる活動※2

が多かった。

※1 別添「市町村の取組スコアの算定方法」の生活支援体制整備に関する取組を参照。

※2 生活支援コーディネーターや協議体の活動
○ 住民の意識調査
○ ニーズの把握
○ 社会資源の把握
○ 社会資源の創出

○ 担い手の養成
○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
○ 支援ニーズとサービスのマッチング

例） 市町村における生活支援体制整備に関する取組項目（生活支援コーディネーターに対する相談対応の実施、地域ケア会議への参加支
援等）をスコア化した点数が１２～２４点の場合、生活支援コーディネーターの住民の意識調査やニーズの把握等の活動の数は平均で4.9
となっている。

協議体の取組活動数

生活支援体制整備プロセス

得点

(24点満点)

回答件数

0～2点 478 0.5 0.4

3～7点 426 3.0 1.5

8～11点 389 4.0 2.0

12～24点 352 4.9 3.2

相関係数（p <.001） 0.69 0.54

生活支援コーディネーターの取組活動数



（別添）
市町村の取組スコアの算定方法

（関係者間における意識の共有のための取組） 計５点
１ 地域の住民や関係者を対象とした説明会等の実施(1点）
２ 地域の住民や関係者を対象とした、高齢化の状況等のデータや地域資源等の周知（1点）
３ 地域の住民や関係者を対象とした意見交換の場の開催（1点）
４ 地域の住民や関係機関を対象とした地域づくり等に関するアンケートやヒアリングの実施（1
点）
５ 上記以外の取組の実施（1点）

（地域のニーズや課題の把握のための取組） 計１２点
６ 研究会の立ち上げ（1点）
７ 日常生活圏域ニーズ調査の活用（1点）
８ 住民へのアンケート調査の実施（1点）
９ 住民へのヒアリング調査の実施（1点）
１０ ワークショップ・座談会等の開催（1点）
１１ 活動団体や事業者等へのアンケート調査の実施（1点）
１２ 活動団体や事業者等へのヒアリング調査の実施（1点）
１３ 地域ケア会議の活用（1点）
１４ 地域資源リスト・マップ等の作成（1点）
１５ 各種統計資料からの分析（1点）
１６ 行政庁内部署からの情報収集や連携による調査等の実施（1点）
１７ 上記以外の取組の実施（1点）

（生活支援体制整備に関する取組） 計２４点
１８ 第1層コーディネーターの配置の有無（1点）
１９ 生活支援コーディネーターに対する相談対応の実施（1点）
２０ 生活支援コーディネーターに対する地域資源情報の提供（1点）
２１ 生活支援コーディネーターに対する他事例の情報の提供（1点）
２２ 生活支援コーディネーターに対する地域の関係者との関係構築支援（1点）
２３ 生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加支援（1点）
２４ 生活支援コーディネーターに対する活動方針や内容の提示（1点）
２５ 生活支援コーディネーターの活動計画の点検（1点）
２６ 生活支援コーディネーターの活動の評価（1点）
２７ 生活支援コーディネーターを対象として市町村が開催する研修等への参加支援（1点）
２８ 生活支援コーディネーターを対象として都道府県等が開催する研修等への参加支援（１点）
２９ 生活支援コーディネーターの活動支援に関する上記以外の取組の実施（１点）
３０ 第１層協議体の設置の有無（１点）
３１ 協議体に関する方針の策定と共有（1点）
３２ 協議体の運営方法の策定と共有（1点）
３３ 協議体の活動計画の点検（1点）
３４ 圏域ごとの地域課題・地域資源等の協議体への情報提供（1点）
３５ 協議体への情報の見える化のためのツールの開発や提供（1点）
３６ 協議体への先進事例の情報提供（1点）
３７ 協議体と地域ケア会議との連携のための支援（1点）
３８ 協議体の活動の評価（1点）
３９ 協議体の構成員に対する情報共有や研修の場の設置（1点）
４０ 協議体の運営主体（事務局）との定期的な情報交換（1点）
４１ 協議体の活動支援に関する上記以外の取組の実施（１点）

（総合事業に関する取組） 計５１点
４２ 総合事業の必要見込み量設定のための情報収集の実施(1点)
４３ 総合事業のサービス別見込み量設定(立てている１点、立てる予定あり 0.5点、立てる予定

なし 0点）
４４ 多様なサービスの担い手に関する必要見込みの算出（1点)
４５ 多様なサービスの担い手の確保のための具体的な取組の設定（1点）
４６ 多様なサービスの担い手の確保のための若年を含む認知症患者の活動の場づくりに関する

施策との連携（1点)

４７ 多様なサービスの担い手の確保のための生活困窮者の中間的就労の場づくりに関する施策と
の連携（1点)

４８ 多様なサービスの担い手の確保のための障害者福祉サービスの就労継続支援サービスの活
動プログラムの検討との連携（1点)

４９ 多様なサービスの担い手の確保のための都道府県等が行う介護人材確保施策との連携（1点)
５０ 多様なサービスの担い手の確保のための高齢者の活躍の場づくりの施策との連携（1点)
５１ 多様なサービスの担い手の確保のための上記外の他施策連携の取組（1点)
５２ 多様なサービスの担い手の確保のためのパンフレットやチラシの配布（1点)
５３ 多様なサービスの担い手の確保のための講演・セミナーの実施（1点)
５４ 多様なサービスの担い手の確保のための地域団体や地縁組織への協力依頼（1点)
５５ 生活支援コーディネーター、協議体による多様なサービスの担い手確保のための取組の実施

（1点)
５６ 多様なサービスの担い手の確保のためのボランティアポイント等の実施（1点)
５７ 多様なサービスの担い手の確保のための情報交換会や発表会の開催（1点)
５８ 多様なサービスの担い手の確保のための上記以外の取組の実施（1点)
５９ 訪問型サービスＡを実施（１点）
６０ 訪問型サービスＢを実施（1点）
６１ 訪問型サービスＣを実施（１点）
６２ 訪問型サービスＤを実施（１点）
６３ 通所型サービスＡを実施（１点）
６４ 通所型サービスＢを実施（１点）
６５ 通所型サービスＣを実施（１点）
６６ 生活支援サービスを実施（１点）
６７ 一般介護予防事業の住民主体の通いの場を実施（１点）
６８ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のための地域ケア会議（個別ケース検討）の活用（1点)
６９ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のための市町村等における定期的なプランの内容の点

検（1点)
７０ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のための研修や事業者連絡会等の実施（1点)
７１ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のためのインフォーマルサービスのリストやマップ等の

整理及び提供（1点)
７２ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のためのマニュアル・手引き等の作成（1点)
７３ 介護予防ケアマネジメントの質の向上のための上記以外の取組（1点)
７４ 介護予防ケアマネジメントに関する研修への事業所（地域包括）の参加の有無（１点）
７５ 介護予防ケアマネジメントに関する研修への事業所（居宅介護支援）の参加の有無（１点）
７６ 介護予防ケアマネジメントに関する研修への事業所（その他）の参加の有無（１点）
７７ 介護予防ケアマネジメントの取扱方針の設定（1点）
７８ 介護予防ケアマネジメント対象者の状態像の分析による施策改善の取組の実施（１点）
７９ 事業の利用中止や事前連絡のない欠席などの場合に、サービス実施主体より地域包括支援

センターに連絡が入る体制の構築（1点)
８０ 定期的な専門職（地域包括支援センター職員）による巡回を通じた参加状況や状態の変化の

確認（1点)
８１ 定期的な専門職（地域包括支援センター職員以外の保健医療福祉に関する職員）による巡回

を通じた参加状況や状態の変化の確認（1点)
８２ サービス実施主体による出席簿等の作成と毎月の地域包括支援センターへの報告（1点)
８３ 利用者の状況把握に関する上記以外の取組の実施（1点)
８４ 介護予防ケアマネジメントにおける興味・関心チェックシートの活用（1点)
８５ 介護予防ケアマネジメントにおける介護予防手帳の活用（1点)
８６ 介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント・地域ケア個別会議総合記録票の活用（1点)
８７ 介護予防ケアマネジメントにおける課題整理総括表の活用（1点)
８８ 介護予防ケアマネジメントにおける介護予防支援･サービス評価表の活用（1点)
８９ 介護予防ケアマネジメントにおけるサービス事業対象者の医療情報記載様式の活用（1点)
９０ 介護予防ケアマネジメントにおける上記以外のツールの活用（1点)
９１ 総合事業の実施状況に関する点検・評価及び第三者が集まる場における議論の実施（議論ま

で行っている 1点、点検のみ行っている 0.5点、いずれもしていない 0点）
９２ 総合事業の費用と重度化防止度合いによる事業評価の実施（1点）



○ 総合事業及び生活支援体制整備事業に関する市町村の取組状況にはばらつきが見られた。

○ 今後、市町村の取組を推進するに当たり、調査を通じて明らかとなった市町村の個別課題を捉えたきめ細やかな対応が必要と考えら

れる。

○ 具体的な例としては、以下の個別課題が挙げられる。

① 関係者間での意識共有に係る取組（地域住民や関係者との意見交換、生活支援体制整備事業担当者と総合事業担当者との

連携、地域づくりに向けた庁内関係部署（産業部門、市民生活部門等）との連携）

② 地域ニーズ・課題の多角的な把握による地域分析（日常生活圏域ニーズ調査、住民ヒアリング、生活支援コーディネーターや協議

体を通じたニーズ把握、地域ケア会議との連携、地域特性の分析等）

③ 生活支援体制整備事業の更なる推進（市町村による生活支援コーディネーターへの支援による活動促進、協議体構成員の工夫、

地域ケア会議や他の会議体との連携等）

④ 多様な主体、担い手の確保の取組（啓発活動、地域団体への協力依頼、情報交換会や発表会等の工夫、研修や高齢者の活

躍の場づくり、地域運営組織、生活困窮者支援施策、障害者福祉施策等との連携）

⑤ 総合事業のＰＤＣＡ管理（事業者との協議、サービス見込量設定のための情報収集、介護予防ケアマネジメント対象者の状態

像分析、適切なケアマネジメントの実施、サービス利用者の状態変化把握）

４．総合事業の実施状況を踏まえて考えられる対応策

19



20

主体 取り組むべき支援

都道府県

市町村への広域的支援の観点から、各市町村への訪問やデータを通じた進捗状況の把握・分析を行い、情報や分析支

援ツールの提供、事例の共有、地域分析や地域マネジメントに係る市町村職員向け研修、アドバイザーの派遣や生活支

援コーディネーターの情報共有機会の提供などを通じて、取組が遅れている市町村等への支援を行う。

厚生労働省

市町村の課題を踏まえた対応ノウハウ等をまとめた支援ツールの提供や、地域分析や地域マネジメントに係る自治体職

員向け研修の検討を行う。

また、総合事業等の進捗状況について把握・分析・評価を行い、課題に応じた市町村への支援策等を実施する。

（参考）都道府県と厚生労働省が取り組むべき市町村への支援

（前頁続き）

○ こうした課題を踏まえて、今後の推進策を検討するに当たっては、これまでの推進策に加えて、取組が進んでいない市町村及びその課

題に着目することも重要である。例えば、当該市町村に対し、都道府県や厚生労働省が集中的に支援を行い、課題を解消していくプロ

セスを通じて、そのノウハウを構築し、全国へ横展開を図る等の方策を検討することが考えられる。

※ 先行事例の紹介はあくまでも個別事例の紹介であり、地域ごとにそれぞれの特性（大都市、郊外、中山間地域、大型団地地域

等）や資源の有無等が異なる。そのため、国では地域の特性を踏まえたノウハウを具体化し、都道府県や市町村では個別の地域特

性を踏まえた推進策を検討し、実行することが重要である。



総合事業等の推進にかかる課題と対応

これまでの主な対応

○ 地域で総合事業等による地域づくりを進める「生活支援コーディネーター」の養成のための研修の実施。

○ 総合事業の先行事例を分析し、地域づくりに関するポイント集を作成し、先行事例の横展開を推進。

今後の主な対応

○ 総合事業の実施状況に関する調査を実施。

○ 総合事業の推進に関するノウハウをまとめ、横展開を図る。

① 総合事業等に関する全国における課題（担い手の確保等）を整理。

② 課題の分類を踏まえ、市町村を選定し、厚労省本省・地方厚生局、都道府県が関与したモデル事業を実施

し、具体的な推進策に関するノウハウをまとめ、横展開を図る。

③ 地域特性（※）を踏まえて分類・一般化した地域づくりに関するノウハウをまとめる。

※ 人口規模、高齢化率、地域類型（大都市、郊外、中山間地域、大型団地地域等）、資源（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、

ＪＡ、社協、退職高齢者、有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、地域運営組織、生活困窮者施策等の他施策における地域づくり等）等

○ 福祉部局だけでない、産業部局やまちづくり部局も巻き込んだ市町村の体制づくりを推進。

○ 都道府県等による市町村支援に関する研修を実施し、都道府県の取組は「保険者機能強化推進交付金」に

より評価し、財政支援を実施。
21



（参考資料）



（参考１）地域づくり部署と福祉部署の連携の推進

○ 市町村が行う生活支援体制整備事業は、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを

目的としているが、地方創生関連事業等で施策の方向性が類似する場合があり、限られた人材・事業費の中で地域の課題を解決し、高齢者の

生活支援ニーズの充足を推進するためには、多様な主体・各種施策と積極的な連携・協働を図る必要がある。

○ このため、各種施策との連携のポイントをまとめたガイドブックを作成し、市町村へ周知している。

出典）平成29年度老人保健事業推進費等補助
金老人保健健康増進等事業「地域づくり
における生活支援体制整備事業と地域
づくりに関する各種事業との連携に関す
る調査研究事業」（平成30年３月
Community Life Support Center）

○ 連携の目的・意義

○ 連携の事例

○ 連携推進の課題

○ 連携をすすめる７つのポイント

○ 連携のための仕掛け

主な内容

（マニュアルＰ.21）

○ 分野横断的に学び合える機会の創出

○ 地域における様々な協議の場（まちづくり協議

会、地域振興協議会等）への参加

○ 地域にある相談支援機関（地域包括支援セン

ター等）との交流を通じた連携構築 等

（マニュアルＰ.24～26）
１ 全庁的な体制づくり

２ 地域のもつ横断性を損なわない

３ 福祉部局内での連携強化

４ 制度は細かく規定しすぎない

５ 地域に出る 住民の声を聞く

６ 関係主体間における目的、方針、成果の共有

７ 検証と改善を繰り返し、共有していくこと

■基礎自治体における傾向

○ 福祉部門のみで考えがちな組織風土

… 国の法令等に基づく“事務”という受動的体質の傾向

○ 基礎自治体の主体性の欠如

○情報共有、ともに考える場の不足

○ 庁内連携体制の欠如

○ 柔軟性が低く、連携しにくい制度にしがち

… 制度そのものが、逆に連携の阻害要因となっていないか

■住民活動における傾向

○ 基礎自治体の進め方により、地域内連携が左右されがち

（マニュアルＰ.17）
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地域づくり部署と福祉部署の連携の推進（取組事例①）

24

岐阜県高山市 （まちづくり施策×福祉施策）

協働の町づくりに関する市の関わり（イメージ）

○ 2015～2016年度

・ 協働のまちづくりの全市的な重点取り組みとして「防災」と「福祉」とすることが確認され、まず、「防災」関連の事業や活動を展開。

・ 地域の現状や課題を地域で把握できるように、防災を通じて住民参加を促した。

○ 2017年度

・ 「福祉」について、まず最初に、まちづくり協議会において福祉研修会を開催し、活動の方向性を話し合った。

・ 高山市社会福祉協議会は、これまでも各地区のまちづくり協議会と各事業・活動で協働を重ねてきたが、福祉研修会を機に、より協働の重

要性・有効性を再確認し、市と市社協が密接に連携し、まちづくり協議会とともに地域福祉活動を推進していくことを確認。

・ 高山市社会福祉協議会では、生活支援体制整備事業を受託し、まちづくり協議会との連携による取組を推進している。

出典）平成29年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「地域づくりにおける生活支援体制整備事業と地域づくりに関する各
種事業との連携に関する調査研究事業」（平成30年３月Community 
Life Support Center）



地域づくり部署と福祉部署の連携の推進（取組事例②）

25

高知県越知町（中大平地区）（産業施策×福祉施策）

○ 「おち駅」で販売する地場産品が、ふるさと納税の返礼品として人気を博し、品不足となり、相談を受けた産業課が、自家用の畑作に熱心な

高齢者から野菜の提供をしてもらえば、商品確保とともに、生きがいづくりになると思いつき、地域包括支援センターの保健師に相談。

○ 暮らしに根ざした介護予防を考えていた保健師は、集落支援を行う企画課に相談し、集落支援員の協力を得る。

○ 保健師が住民への働きかけを行うとともに、地区で民生委員を務めている地域のキーパーソンの賛同を得て、産直活動の実施に至った。

○ 畑が介護予防や見守りに繋がるとともに、産業振興にもなっている。

出典）平成29年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「地域づくりにおける生活支援体制整備事業と地域づくりに関する各
種事業との連携に関する調査研究事業」（平成30年３月Community 
Life Support Center）



（参考２）生活支援体制整備の推進における都道府県による市町村支援

出典）「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための研修プログラムの
開発に関する調査研究事業報告書～都道府県域における生活支援体制整備事業
の推進に向けた手引き～（平成29年度老人保健事業推進費等補助金日本総合研
究所）

都道府県域における地域支え合い・生活支援の推進の全体像

１．市町村の進捗支援の例
○ 県担当者とアドバイザーによる市町村への訪問・助言（宮城県）

○ 市町村間情報交換用シートの集計・配布による取組状況の把握・
フィードバック（京都府）
○ モデル事業の実施とマニュアルの情報展開（埼玉県）
○ 首長や管理職を対象としたトップセミナーの開催（高知県）

２．人材の発掘・育成

○ 生活支援コーディネーターのバックグラウンドの多様性等を踏まえ
た重層的な研修体系の構築（宮城県）
○ サロン活動やボランティア等に関するバスツアーの実施（埼玉県）

○ 地域包括支援センター職員や活動の担い手を対象とした研修の
実施（山形県）

取組の具体例

３．専門的な知見・資金面のバックアップ

○ アドバイザー派遣・事例集作成・事例報告会等への支援をセットで
実施（高知県）
○ 住民主体の活動を立ち上げるための相談窓口の設置（大阪府）

○ モデル事業における研修・会議開催や拠点整備などに対する補助
（埼玉県）

４．普及啓発・参画促進
○ 多様な主体による活動の情報発信（東京都）

○ 通いの場や地域デビュー等のお役立ち情報を紹介するブックレット
を作成（岡山県）

○ 生活体制整備事業を推進するには、多様な市町村の状況を把握し、この事業に関わる人々（市町村職員、生活支援コーディネーター、協議体メン
バー、地域包括支援センターなど）のニーズに応じた支援を企画・実施していく必要がある。

○ 多様な市町村への支援を企画・実施する上で、都道府県における地域支え合い・生活支援の推進の全体像と取組の具体例をマニュアルとしてま
とめ、各自治体へ周知。
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出典）「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための研修プログラムの開発に関する調査研究事業報告書～都道府県域における生活支援体制整備事業の推進に向けた手引き～（平成29年度老人保健事業
推進費等補助金日本総合研究所）

27

生活支援体制整備の推進における都道府県による市町村支援の取組例①

高知県 首長や管理職を対象としたトップセミナーの開催

○ 生活支援コーディネーターや協議体を設置したからといってすぐに成果がでるものではなく、10 年くらい時間がかかることを管理職に理解してもら

う必要があると考えている。例えば高知市で平成14 年に始まった「いきいき百歳体操」も当初の実施箇所は多くなかったが、今では300 箇所以上と

なり、全国にも広がっている。

○ 上層部の理解を促すため、平成26 年度から毎年度、トップセミナー等を開催している。直近では平成29 年1 月に各市町村の体制整備事業の担

当課長向けに研修会を行い、担当者を含めて多くの方が参加した。体制整備事業は社協に委託する形を採ったとしても行政が関わらなければなら

ないことを伝えるため、丸投げにならないように資料を活用して説明した。

（出所）高知県資料



出典）「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための研修プログラムの開発に関する調査研究事業報告書～都道府県域における生活支援体制整備事業の推進に向けた手引き～（平成29年度老人保健事
業推進費等補助金日本総合研究所）

28

生活支援体制整備の推進における都道府県による市町村支援の取組例②

埼玉県 サロン活動やボランティア等に関するバスツアーの実施

○ 生活支援コーディネーター養成研修のフォローアップの位置づけで、さわやか福祉財団、埼玉県社協、埼玉県の三者主催でバスツアーを実施し

ている。

○ 市町村からの要望を踏まえて、県社協が視察先をリストアップし、三者で相談しながら地縁、有償ボランティア、居場所が入るように企画・運営を

行っている。

（出所）埼玉県資料



出典）「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための研修プログラムの開発に関する調査研究事業報告書～都道府県域における生活支援体制整備事業の推進に向けた手引き～（平成29年度老人保健事
業推進費等補助金日本総合研究所）

29

生活支援体制整備の推進における都道府県による市町村支援の取組例③

大阪府 住民主体の活動を立ち上げるための相談窓口の設置

○ 大阪府では若手からシニアまでオール大阪で住民主体(支え合い)による地域包括ケアシステムの構築を目指すプロジェクト「大阪ええまちプロ

ジェクト」を実施している。

○ 具体的には、地域で「住民主体型サービス」の創出に向けて取り組もうとする地域貢献団体に対して「プロジェクト型支援」と「個別相談型支援」を

行っている。

・ 「プロジェクト型支援」では、ビジネスの経験や専門知識を生かしたプロボノ(仕事上で得た知識や経験、技能を、社会貢献のため提供するボラン

テイア)による伴走型の支援を行っている。

・ 「個別相談型支援」では、大阪府内で活動している先進NPO 法人等による個別の電話やメール、訪問での相談を行っている

（出所）
大阪府資料

大阪ええまちプロジェクト～住民主体型サービスの創出支援～



出典）「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための研修プログラムの開発に関する調査研究事業報告書～都道府県域における生活支援体制整備事業の推進に向けた手引き～（平成29年度老人保健事
業推進費等補助金日本総合研究所）

30

生活支援体制整備の推進における都道府県による市町村支援の取組例④

東京都 多様な主体による活動の情報発信

○ 元気な高齢者や企業に務める人などに対して地域貢献活動に参加するきっかけを提供するため、多様な主体による地域貢献活動の情報をウェ

ブサイトで発信している。

○ 幅広い世代や多様な分野の人が興味を持てるコンテンツにするとともに、進捗状況をリアルタイムに更新している。

（出所）

東京ホームタウン
プロジェクト ウェ
ブサイト


